
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
十
四
号 

 
埼
玉
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
（
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
県
の
機
関
」
の
下
に
「
及
び
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
」
を
、
「
改
正
さ
れ

た
協
定
」
の
下
に
「
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
」
を
加
え

る
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

委
員
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷 

 

免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。 

 

一 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。 

 

二 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。 

 

三 

委
員
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、 

 
 

又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


